
 

 

長 崎 県 造 林 事 業 補 助 金 実 施 要 綱  

 

                制   定  平 成 19 年 ８ 月 31 日  

                                           最 終 改 正   令 和 ８ 年 ５ 月 20 日  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  県 は 、 適 正 な 森 林 造 成 を 計 画 的 、 効 果 的 に 推 進 す る 事 業 （ 以 下 「 造 林 補

助 事 業 」 と い う 。 ） を 実 施 し 、 森 林 施 業 の 集 約 化 や 路 網 整 備 を 通 じ て 施 業 の 低

コ ス ト 化 を 図 り つ つ 森 林 整 備 を 計 画 的 に 推 進 す る と と も に 、 生 物 多 様 性 の 保 全

等 に 資 す る 森 林 整 備 を 推 進 す る こ と に よ り 、 森 林 の 有 す る 多 面 的 機 能 の 維 持 ・

増 進 を 図 り 、 も っ て 森 林 環 境 の 保 全 に 資 す る た め 、 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り

造 林 補 助 事 業 を 行 う 事 業 者 に 対 し 、 造 林 事 業 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い

う 。 ） を 交 付 す る も の と し そ の 交 付 に つ い て は 、 長 崎 県 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭

和 40 年 長 崎 県 規 則 第 16 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 及 び 長 崎 県 農 林 部 関 係 補

助 金 交 付 要 綱 の 規 定 に よ る ほ か こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 （ 造 林 補 助 事 業 の 事 業 区 分 ）  

第 ２ 条  造 林 補 助 事 業 の 事 業 区 分 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1)  森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業  

   利 用 期 を 迎 え つ つ あ る 森 林 資 源 を 活 用 し 持 続 的 な 森 林 経 営 を 実 現 す る た

め 、 森 林 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第 249 号 ） 第 11 条 に 定 め る 森 林 経 営 計 画 の 作

成 者 等 が 施 業 の 集 約 化 や 路 網 整 備 を 通 じ て 施 業 の 低 コ ス ト 化 を 図 り つ つ 計

画 的 に 行 う 、 搬 出 間 伐 等 の 森 林 施 業 と こ れ と 一 体 と な っ た 森 林 作 業 道 （ 継

続 的 に 使 用 さ れ る 作 業 道 で あ っ て 、 国 の 指 針 に 基 づ い て 知 事 が 定 め た 指 針

に 適 合 す る も の を い う 。 ） の 開 設 等 。  

   ア  森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業  

施 業 の 集 約 化 や 路 網 整 備 を 通 じ て 施 業 の 低 コ ス ト 化 を 図 り つ つ 計 画 的

に 行 う 、 搬 出 間 伐 等 の 森 林 施 業 と す る 。  

   イ  森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業 等 （ 環 境 ）  

     森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業 等  の う ち 、 次 の ① ～ ③ に よ り 実 施 す る 森 林

施 業 等 に つ い て は 、 な が さ き 森 林 環 境 税 （ 以 下 、 環 境 税 と い う 。 ） に よ

る 嵩 上 げ を お こ な う も の と す る 。  

①   未 整 備 森 林 緊 急 整 備 事 業  

森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業 等 に 基 づ く 除 伐 及 び 保 育 間 伐 と す る 。  

②   林 内 路 網 緊 急 整 備 事 業  

森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業 等 に 基 づ く 間 伐 等 の 施 業 と 一 体 と な っ た

間 伐 材 の 搬 出 に 必 要 な 森 林 作 業 道 に 限 る 。  



 

 

③  未 来 へ つ な ぐ 多 様 な 森 林 づ く り 事 業  

別 に 定 め る 要 件 を 満 た す 人 工 造 林 （ 樹 下 植 栽 を 含 む ）、 下 刈 り 、 鳥 獣 害

防 止 施 設 等 整 備 及 び 森 林 作 業 道 整 備 と す る 。  

(2)   特 定 機 能 回 復 事 業  

     自 然 条 件 等 の 理 由 で 更 新 が 困 難 で あ る な ど 、 自 助 努 力 に よ っ て は 適 切 な

森 林 の 造 成 が 期 待 で き な い が 、 災 害 の 防 止 や 生 物 多 様 性 の 保 全 等 の 観 点 か

ら 成 林 さ せ る こ と が 必 要 な 林 地 や 気 象 害 等 の 被 害 を 受 け た 森 林 及 び 機 能 が

停 止 し た 場 合 に 県 民 生 活 又 は 社 会 経 済 活 動 に 多 大 な 影 響 を 及 ぼ す 重 要 な 生

活 基 盤 の 関 連 施 設 （ 以 下 「 重 要 イ ン フ ラ 施 設 」 と い う 。 ） 周 辺 の 森 林 及 び

多 様 な 森 林 を 造 成 す る た め に 林 相 転 換 を 必 要 と す る 森 林 に つ い て 、 地 方 公

共 団 体 と 森 林 所 有 者 等 に よ る 協 定 （ 市 町 に あ っ て は 森 林 所 有 者 と 、 市 町 以

外 の 実 施 主 体 に あ っ て は 地 方 公 共 団 体 及 び 森 林 所 有 者 と の 間 で 締 結 さ れ る 、

補 助 事 業 の 完 了 年 度 の 翌 年 度 の 初 日 か ら 起 算 し て 概 ね 10 年 間 は 皆 伐 を 行

わ な い 旨 を 定 め る 協 定 を い う 。 な お 、 緩 衝 林 帯 の 整 備 を 目 的 と し て 実 施 す

る 場 合 に つ い て は お お む ね ５ 年 間 と す る 。 ま た 、 重 要 イ ン フ ラ 施 設 周 辺 の

森 林 に お い て 事 業 を 実 施 す る 場 合 は 、 協 定 締 結 主 体 に 当 該 重 要 イ ン フ ラ の

施 設 管 理 者 を 加 え る も の と す る 。 ） に 基 づ き 実 施 す る 、 森 林 造 成 、 気 象 上

の 原 因 に よ り 被 害 を 受 け た 森 林 を 復 旧 さ せ る た め の 造 林 、 重 要 イ ン フ ラ 施

設 へ の 倒 木 被 害 の 未 然 防 止 に つ な が る 森 林 整 備 、 林 相 転 換 の た め に 実 施 す

る 森 林 整 備 及 び 松 く い 虫 に よ る 被 害 を 防 止 す る た め の 周 辺 松 林 の 樹 種 転 換

等 。  

     ア  森 林 緊 急 造 成 事 業  

     自 然 条 件 等 の 理 由 で 更 新 が 困 難 な 森 林 に つ い て 、 事 業 主 体 と 森 林 所 有

者 に よ る 協 定 等 に 基 づ い て 実 施 す る 人 工 造 林 等 と す る 。  

イ  森 林 緊 急 造 成 事 業 （ 環 境 ）  

特 定 機 能 回 復 事 業 の う ち 、 除 伐 に つ い て は 、 環 境 税 に よ る も の と す る 。  

①   未 整 備 森 林 緊 急 整 備 事 業  

森 林 緊 急 造 成 事 業 に 基 づ く 除 伐 と す る 。 但 し 森 林 経 営 計 画 区 域 内 の

除 伐 に 限 る 。  

ウ  被 害 森 林 整 備 事 業  

         気 象 害 等 に よ る 被 害 森 林 で あ っ て 、 自 助 努 力 等 に よ っ て は 適 切 な 整 備

が 期 待 で き な い 森 林 に お い て 、 事 業 主 体 が 森 林 所 有 者 等 と の 協 定 に 基 づ

い て 実 施 す る 人 工 造 林 等 と す る 。  

   エ  重 要 イ ン フ ラ 施 設 周 辺 森 林 整 備 事 業  

重 要 イ ン フ ラ 施 設 周 辺 の 森 林 に つ い て 、 地 方 公 共 団 体 及 び 森 林 所 有 者 、

重 要 イ ン フ ラ 施 設 管 理 者 等 に よ る 協 定 に 基 づ い て 実 施 す る 人 工 造 林 等 と

す る 。  



 

 

オ  林 相 転 換 特 別 対 策 事 業  

自 助 努 力 で は 伐 採 ・ 植 替 え 等 の 整 備 が 進 ま な い 森 林 に つ い て 、 事 業 主

体 が 森 林 所 有 者 等 と の 協 定 に 基 づ い て 実 施 す る 施 業 と す る 。  

カ  保 全 松 林 緊 急 保 護 整 備 事 業  

     森 林 病 害 虫 等 防 除 法 （ 昭 和 25 年 法 律 53 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲

げ る 松 く い 虫 が 運 ぶ 線 虫 類 に よ り 被 害 が 発 生 し て い る 松 林 に お い て 、 公

益 的 機 能 の 高 い 健 全 な 松 林 の 整 備 又 は 樹 種 転 換 （ 同 条 第 7 項 に 規 定 す る

樹 種 転 換 を い う 。 ） を 行 う も の と す る 。   

  (3) 機 能 回 復 整 備 事 業  

     森 林 の 生 産 力 の 回 復 ・ 増 進 等 の 観 点 か ら 、 林 木 の 成 長 が 不 良 な 土 地 や 耕

作 放 棄 地 等 を 対 象 と し て 、 特 定 森 林 造 成 事 業 を 行 う 。 （ 農 山 漁 村 地 域 整 備

交 付 金 実 施 要 領 （ 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 付 け 21 林 整 計 第 336 号 ） 別 紙 ６ の 第

２ の ３ に よ る 。 ）  

   ア  花 粉 発 生 源 対 策 促 進 事 業  

     花 粉 の 少 な い 森 林 へ の 転 換 を 目 的 と し て 、 花 粉 発 生 源 と な っ て い る ス

ギ 及 び ヒ ノ キ 人 工 林 を 対 象 に 、 花 粉 症 対 策 苗 木 等 に よ る 植 替 え を 行 う 。  

 

（ 事 業 主 体 等 ）  

第 ３ 条  事 業 区 分 ご と の 対 象 と な る 範 囲 、 事 業 実 施 主 体 （ 以 下 「 事 業 主 体 」 と い

う 。 ） 、 事 業 規 模 等 は 別 に 定 め る 。  

 ２  補 助 対 象 と な る 造 林 樹 種 は 、 林 野 庁 長 官 が 承 認 し た 外 国 樹 種 の 植 栽 又 は 播

種 及 び 知 事 が 適 当 で あ る と 認 め た 樹 種 と す る 。  

 

 （ 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 率 ）  

第 ４ 条  補 助 の 対 象 と な る 経 費 は 、 別 に 定 め る 経 費 と し 、 そ の 補 助 率 は 、 次 の と

お り と す る 。  

(1) 保 全 松 林 緊 急 保 護 整 備 事 業 に つ い て は 10 分 の ７ 。  

(2) 森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業 の う ち 、 森 林 所 有 者 等 に よ る 整 備 が 進 み が た

い 森 林 等 に お け る 分 収 方 式 に よ る 森 林 施 業 及 び こ れ ら に 必 要 な 路 網 の 整 備

に つ い て は 10 分 の ５ 。  

(3)森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業 等 （ 環 境 ） に つ い て は 10 分 の 10 以 内 。  

(4)森 林 緊 急 造 成 事 業 の う ち 、 地 方 公 共 団 体 、 森 林 整 備 法 人 に つ い て は 10 分 の

５ 。  

(5)森 林 緊 急 造 成 事 業 （ 環 境 ） に つ い て は 10 分 の 10 以 内 。  

 (6)前 ５ 号 以 外 の 事 業 に つ い て は 10 分 の ４ （ 林 道 整 備 を 除 く ） 。  

 

 （ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  



 

 

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 申 請 は 、 原 則 と し て 事 業 完 了 後 に 行 う も の と す る 。  

 ２  地 方 公 共 団 体 、 森 林 組 合 、 森 林 整 備 法 人 以 外 の 事 業 主 体 は 、 補 助 金 等 の 交

付 申 請 等 に 関 す る 事 務 手 続 き を 委 任 状 及 び 精 算 依 頼 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り

第 三 者 に 委 任 す る こ と が で き る 。  

 ３  規 則 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に 添 付 す べ き 書

類 は 次 の と お り と す る 。  

(1) 事 業 実 績 書  

 (2) 暴 力 団 排 除 に 係 る 誓 約 書 （ 様 式 第 ２ 号 の ２ ）  

但 し 、 別 途 農 林 部 で 定 め る 団 体 に つ い て は 提 出 不 要 と す る 。  

(3) そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類  

４  提 出 部 数 は １ 部 、 提 出 期 限 は 次 の 表 の と お り と す る 。  

   提 出 期 限 日 が 、 土 ・ 日 ・ 祝 日 の 場 合 は 、 そ の 前 日 を 期 限 と す る 。  

区   分  １  期  ２  期  ３  期  ４  期  

提 出 期 限  ６ 月 30日  ８ 月 31日  11月 30日  １ 月 31日  

   ※ や む を 得 な い 場 合 は ４ 期 の 提 出 期 限 を ３ 月 25 日 ま で と す る 。  

 

 （ 完 成 検 査 ）  

第 ６ 条  県 は 造 林 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 の 提 出 が あ っ た も の に つ い て は 、 別 に 定

め る 造 林 補 助 事 業 完 成 検 査 要 領 に よ り 完 成 検 査 を 実 施 す る 。  

ま た 、 補 助 金 の 交 付 申 請 前 に 現 地 検 査 を 必 要 と す る 場 合 は 、 造 林 補 助 事 業 完

了 予 定 調 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 完 成 検 査 を 受 け る こ と が で き る 。  

 

 （ 補 助 の 条 件 ）  

第 ７ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 （ 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 委 任 を 受 け た

者 を 含 む 。 ） は 、 補 助 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 を 明 ら か に し た 書 類 を 整 備 し 、

当 該 年 度 経 過 後 に 10 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 他 の 書 類 に

つ い て は 、 以 下 の と お り と す る 。  

(1) 補 助 事 業 の 完 了 年 度 の 翌 年 度 の 初 日 か ら 起 算 し て ５ 年 間 保 管 す る 事 業  

①  森 林 環 境 保 全 直 接 支 援 事 業  

②  特 定 機 能 回 復 事 業 の う ち 、 保 全 松 林 緊 急 保 護 整 備 事 業  

③  特 定 機 能 回 復 事 業 の う ち 、 林 相 転 換 特 別 対 策 事 業 （ 緩 衝 林 帯 整 備 ）  

④ 機 能 回 復 整 備 事 業  

(2) 補 助 事 業 の 完 了 年 度 の 翌 年 度 の 初 日 か ら 起 算 し て 10 年 間 保 管 す る 事 業  

特 定 機 能 回 復 事 業 の う ち 、 森 林 緊 急 造 成 事 業 、 被 害 森 林 整 備 事 業 、 重 要

イ ン フ ラ 施 設 周 辺 森 林 整 備 事 業 、 林 相 転 換 特 別 対 策 事 業 （ 緩 衝 林 帯 整 備 を

除 く ）  



 

 

 ２  補 助 金 の 交 付 を 受 け て 事 業 を 実 施 し た 施 行 地 の 森 林 所 有 者 等 は 、 補 植 、 保  

  育 等 成 林 に 必 要 な 保 育 管 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 補 助 金 の 交 付 の 決 定 及 び 額 の 確 定 ）  

第 ８ 条  こ の 補 助 金 の 交 付 の 決 定 及 び 額 の 確 定 の 通 知 は 、 同 時 に 行 う も の と す る 。  

 

 （ 補 助 金 の 請 求 と 受 領 ）  

第 ９ 条  補 助 金 の 請 求 は 、 こ の 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 、 第 ５ 条 に よ り 委 任 を 受

け た 第 三 者 （ 以 下 「 委 任 を 受 け た 者 」 と い う 。 ） が 行 う こ と が で き る 。  

 ２  委 任 を 受 け た 者 は 、 補 助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 委 任 状 及 び 精 算 依

頼 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 ３  補 助 金 を 受 領 し た 委 任 を 受 け た 者 は 、 委 任 を 受 け た 事 業 主 体 に 対 し 、 速 や

か に 補 助 金 を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、 事 業 主 体 か ら 予 め 精 算 依

頼 を 受 け て い る 事 項 に つ い て 精 算 を 行 う も の と す る 。  

 

 （ 書 類 の 経 由 ）  

第 10 条  規 則 及 び こ の 要 綱 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類 は 、 当 該 造 林 地 を 所

管 す る 各 地 方 機 関 長 を 経 由 し な け れ ば な ら な い 。  

 

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 19 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 20 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 21 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 22 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 23 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 24 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 25 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 26 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 27 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 28 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 29 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  



 

 

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 30 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

（ 令 和 ４ 年 ５ 月 10 日 付 け ４ 森 整 第 70 号 ）  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

（ 令 和 ５ 年 ６ 月 30 日 付 け ５ 森 整 第 108 号 ）  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

（ 令 和 ７ 年 ３ 月 19 日 付 け ６ 森 整 第 401 号 ）  

附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 度 の 予 算 に 係 る 補 助 金 か ら 適 用 す る 。  

（ 令 和 ８ 年 ５ 月 20 日 付 け ８ 森 整 第 76 号 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様 式 第 １ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）   

 

委 任 状 及 び 精 算 依 頼 書  

 

私 ど も は 、 ○ ○ 森 林 組 合 代 表 理 事 組 合 長 （ 市 町 長 ） 、 事 業 体 代 表 者 等 ○ ○  ○ ○ を 代 理

人 と 定 め 、 次 の １ の 事 項 を 委 任 し ま す 。 な お 、 あ わ せ て 、 補 助 金 受 領 の 際 、

下 記 ２ の 代 金 を 精 算 さ れ る よ う 依 頼 し ま す 。  

 

 １  ○ ○ 年 度 造 林 事 業 補 助 金 の 交 付 申 請 手 続 及 び 受 領 に 関 す る こ と 。  

 ２  精 算 代 金  

  ( 1)  申 請 地 に 係 る 造 林 に 使 用 し た 苗 木 代  

  ( 2)  申 請 地 に 係 る 造 林 に 対 す る 森 林 保 険 料  

  ( 3)  こ の 事 業 施 行 地 に 使 用 し た 資 材 費 等  

  ( 4)  委 託 事 業 に 係 る 委 託 料  

(5 ) そ の 他 （ 造 林 補 助 金 取 扱 手 数 料 等 を 実 費 等 で 徴 収 す る 場 合 は そ の 額 等 ）  

 

      森 林 組 合 （ 市 町 ） 、 事 業 体 名 等  

   代 表 理 事 組 合 長 （ 市 町 長 ） 、 補 助 申 請 代 表 者 等   様  

年  月  日   

住   所  氏   名  印  
補 助 金 受 領 方 法 の 希 望  

現 金 払  口 座 払 （ 機 関 名 ）  

     

     

 

 注 (1)  日 付 け は 、 委 任 者 全 員 の 委 任 が 完 了 し た 日 で か つ 申 請 書 提 出 以 前 の 日 付 け と す る 。  

  ( 2)  住 所 、 氏 名 は 自 筆 署 名 （ 本 人 が 困 難 な 場 合 は 、 親 族 が 代 筆 し て よ い も の と す る ） と

し て 委 任 者 本 人 が 実 績 書 の 内 容 が 正 し く 記 載 さ れ て い る こ と を 確 認 し た 上 で 行 う

こ と 。  

  ( 3)  多 人 数 の 場 合 は 、 欄 の み 別 紙 で 作 成 し て 続 け る 。 こ の 場 合 の 割 印 は 、 便 宜 上 前 頁 の

最 後 の 委 任 者 と 次 頁 の 最 初 の 委 任 者 が 押 印 す る こ と と す る 。  

  ( 4)  委 任 状 の 消 印 は 、 便 宜 上 次 の と お り と す る 。  

    ａ  委 任 状 の 文 面 の 抹 消 、 訂 正 は 筆 頭 者 、 最 後 の 委 任 者 の 印 鑑 を 使 用  

    ｂ  当 人 に 係 る 事 項 の 抹 消 、 訂 正 は 当 人 の 印 鑑 を 使 用  

  ( 5)  収 入 印 紙 は 不 要  

  ( 6)  様 式 中 不 要 な 文 字 は 抹 消 す る 。



 

 

様 式 第 ２ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

年   月   日   

 

   長 崎 県 知 事            様  

 

 

申 請 者  住 所  

 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 名 称 、 代 表 者 氏 名 ）   

 

 

年 度   期  造 林 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

 

    年 度 に お い て 、      事 業 に つ い て 、 造 林 事 業 補 助 金       円 を 交 付 さ

れ る よ う 、 長 崎 県 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 40 年 長 崎 県 規 則 第 16 号 ） 第 ４ 条 の 規 定 に よ

り 、 次 の 関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。  

  な お 、 同 規 則 第 13 条 の 規 定 に よ り 、 そ の 実 績 を あ わ せ て 報 告 し ま す 。  

 

 関 係 書 類  

  １  事 業 実 績 書  

  ２  暴 力 団 排 除 に 係 る 誓 約 書 （ 様 式 第 ２ 号 の ２ ）  

３  そ の 他  

 

※  仕 入 れ に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 の 該 当 が な く 、 下 記 に 該 当 す る 場 合 は □  に チ ェ ッ ク す る こ と 。  

 □  事 業 主 体 は 消 費 税 の 申 告 義 務 が な い 。  

 □  事 業 主 体 は 地 方 公 共 団 体 の 一 般 会 計 で あ る 。  

 

発 行 責 任 者 及 び 担 当 者  

発 行 責 任 者  ○ ○ ○ ○  連 絡 先 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○  

発 行 担 当 者  ○ ○ ○ ○  連 絡 先 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○  

※ 発 行 責 任 者 及 び 担 当 者  

・ 発 行 責 任 者 ･ ･ ･代 表 取 締 役 、 支 店 長 、 営 業 所 長 等 の 、 社 内 に お い て 権 限 の 委 任 を 受 け た 役 職 者 任 者

及 び 担 当 者  

・ 発 行 担 当 者 ･ ･ ･本 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 者  

・ 押 印 省 略 の 場 合 は 、 「 発 行 責 任 者 」 及 び 「 発 行 担 当 者 」 の 氏 名 及 び 連 絡 先 を 必 ず 記 載 す る こ と 。  



 

 

様 式 第 ２ 号 の ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

  年   月   日   

 

 長 崎 県 知 事         様  

 

申 請 者   住 所              

  氏 名              

 

誓 約 書  

 

 私 は 、     年 度 長 崎 県 造 林 事 業 補 助 金 交 付 申 請 を 行 う に あ た り 、 次 の 事 項 に つ い て 誓

約 し ま す 。  

 な お 、 県 が 必 要 な 場 合 に は 、 長 崎 県 警 察 本 部 に 照 会 す る こ と に つ い て 承 諾 し ま す 。  

 

※  チ ェ ッ ク 欄 （ 誓 約 の 場 合 、 □  に チ ェ ッ ク を 入 れ て く だ さ い 。）  

 □  自 己 及 び 本 事 業 実 施 主 体 の 構 成 員 等 は 、 次 の ア か ら ウ の い ず れ に も 該 当 す る も の で は あ

り ま せ ん 。 ま た 、 事 業 実 施 主 体 の 運 営 に 対 し 、 次 の ア か ら ウ の い ず れ の 関 与 も あ り ま せ ん 。  

 

  ア  暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 77号 ） 第

２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。）  

  イ  暴 力 団 員 （ 同 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。）  

  ウ  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 そ の 他 知 事 が 認 め る も の  

 

 □  補 助 事 業 等 又 は 間 接 補 助 事 業 等 を 行 う に あ た り 、 上 記 ア か ら ウ に 掲 げ る 者 （ 以 下 「 暴 力

団 等 」 と い う 。） と 契 約 を 締 結 し ま せ ん 。  

 

 □  暴 力 団 等 を こ の 事 業 に 係 る 間 接 補 助 事 業 者 に し ま せ ん 。  

 

 □  暴 力 団 等 か ら 不 当 な 要 求 行 為 を 受 け た 場 合 は 、 速 や か に 県 に 報 告 す る と と も に 、 警 察 に

通 報 し ま す 。  

※  県 で は 、 長 崎 県 暴 力 団 排 除 条 例 に 基 づ き 、 行 政 事 務 全 般 か ら 暴 力 団 を 排 除 す る た め 、 申 請

者 に 暴 力 団 等 で な い 旨 の 誓 約 を お 願 い し て い ま す 。  

 
発 行 責 任 者 及 び 担 当 者  

発 行 責 任 者  〇 〇  〇 〇  連 絡 先  〇 〇 〇 -〇 〇 〇 -〇 〇 〇  

発 行 担 当 者  〇 〇  〇 〇  連 絡 先  〇 〇 〇 -〇 〇 〇 -〇 〇 〇  

※ 発 行 責 任 者 及 び 担 当 者  

・ 発 行 責 任 者 ･ ･ ･代 表 取 締 役 、 支 店 長 、 営 業 所 長 等 の 、 社 内 に お い て 権 限 の 委

任 を 受 け た 役 職 者 任 者 及 び 担 当 者  

・ 発 行 担 当 者 ･ ･ ･本 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 者  

・ 押 印 省 略 の 場 合 は 、 「 発 行 責 任 者 」 及 び 「 発 行 担 当 者 」 の 氏 名 及 び 連 絡 先 を

必 ず 記 載 す る こ と 。  



 

 

様 式 第 ３ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）  

 

 

 

年 度   期  造 林 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書  

 

 

   金             円  

 

 

    年   月   日 付 長 崎 県 指 令   森 整 第      号 で 額 の 確 定 の 通 知 が あ っ た 造 林 事

業 （            ） 補 助 金 を 上 記 の と お り 交 付 さ れ る よ う 長 崎 県 補 助 金 等 交 付 規

則 （ 昭 和 40 年 長 崎 県 規 則 第 16 号 ） 第 16 条 の 規 定 に よ り 請 求 し ま す 。  

 

 

年    月    日   

 

  長 崎 県 知 事           様  

 

 

請 求 者  住 所  

氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 名 称 、 代 表 者 氏 名 ）   印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 融 機 関 名  

支 店 名  

預 金 種 別  

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 

 

発 行 責 任 者 及 び 担 当 者  

発 行 責 任 者  〇 〇  〇 〇  連 絡 先  〇 〇 〇 -〇 〇 〇 -〇 〇 〇  

発 行 担 当 者  〇 〇  〇 〇  連 絡 先  〇 〇 〇 -〇 〇 〇 -〇 〇 〇  

※ 発 行 責 任 者 及 び 担 当 者  

・ 発 行 責 任 者 ･ ･ ･代 表 取 締 役 、 支 店 長 、 営 業 所 長 等 の 、 社 内 に お い て 権 限 の 委

任 を 受 け た 役 職 者 任 者 及 び 担 当 者  

・ 発 行 担 当 者 ･ ･ ･本 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 者  

・ 押 印 省 略 の 場 合 は 、 「 発 行 責 任 者 」 及 び 「 発 行 担 当 者 」 の 氏 名 及 び 連 絡 先 を

必 ず 記 載 す る こ と 。  

※ 押 印 省 略 を す る 場 合 に 記 載  



様式第４号（第６条関係）

　　　　年度　　造　林　補　助　事　業　完　了　予　定　調　書

長崎県○○振興局長　様

提出書類

１　造林事業完了予定調書（様式第５号）

２　予定調書の表外に記載する添付書類

発行担当者　〇〇　〇〇 連絡先　〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

　年　　月　　日

事業主体名

　　　　年度　造林事業完了予定調書の提出について

　長崎県造林事業補助金実施要綱第６条の規定により別紙のとおり提出しますので、完成検査（現

地検査）をお願いします。

発行責任者及び担当者

発行責任者　〇〇　〇〇 連絡先　〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

※発行責任者及び担当者

・発行責任者･･･代表取締役、支店長、営業所長等の、社内において権限の委任を受けた役職者任者及び担当者

・発行担当者･･･本契約に関する事務を担当する者

・押印省略の場合は、「発行責任者」及び「発行担当者」の氏名及び連絡先を必ず記載すること。



様式第５号（第６条関係）

　　　　年度　　造　林　補　助　事　業　完　了　予　定　調　書

年度 期
市町名

（旧市町名）
路線名 林班 小班 枝番

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

※添付書類
○位置図、施行地施業図
○森林作業道の場合は、位置図、平面図、横断図、工作物構造図

番
号

事業区分
申請時期 事業箇所

造林種類
（作業種）

事業量 現地完了年月日
書類を含めた完
成予定年月日

備考

事業量の単位：面積(ha)、延長(m)、材積(m3)


